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１

浦河労働基準監督署長



令和６年の北海道労働局内に

おける監督指導結果

3

２

浦河労働基準監督署 監督・安衛課



令和６年の監督指導結果の概要
・北海道労働局管下の17労働基準監督署・支署における

令和６年１月から令和６年12月までに実施した定期監督等に係るもの。

4
↑令和７年11月19日付け厚生労働省北海道労働局発表資料から引用

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/news_topics/houdou.html
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/002463427.pdf
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• 主な違反事項は多い順に、

1. 労働災害の防止等に係る安全基準に関するもの

2. 違法な時間外労働など労働時間に関するもの

3. 賃金不払残業など割増賃金に関するもの

4. 健康診断の結果、異常の所見がある場合の医師への

意見聴取に関するもの

5. 労働条件の明示に関するもの

令和６年の監督指導結果の概要

主な違反事項

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/002463427.pdf
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• 違反割合の高い主な業種は多い順に、

令和６年の監督指導結果の概要

違反割合の高い業種

順位 業種 違反割合 順位 業種 違反割合

１ 運輸交通業 78.4％ ６ 農林業 62.3％

２ 畜産・水産業 77.6％ ７ 保健衛生業 60.5％

３ 製造業 73.6％ ８ 清掃・と畜業 53.7％

４ 建設業 65.9％ ９ 商業 53.4％

５ その他 64.9％ 10 接客娯楽業 52.8％

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/002463427.pdf
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• 主な違反事項を多い順に５つ挙げると、

令和６年の監督指導結果の概要

業種別の主な違反事項（１）

順位 畜産・水産業 違反割合 順位 農林業 違反割合

１ 安全基準 25.4％ １ 安全基準 36.0％

２ 健康診断 16.4％ ２ 労働条件の明示 8.8％

３ 労働条件の明示 10.4％ 医師の意見聴取 8.8％

医師の意見聴取 10.4％ ３ 時間把握 7.9％

時間把握 10.4％ ４ 健康診断 7.0％

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/002463427.pdf
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• 主な違反事項を多い順に５つ挙げると、

令和６年の監督指導結果の概要

業種別の主な違反事項（２）

順位 商業 違反割合 順位 接客娯楽業 違反割合

１ 労働時間 21.2％ １ 労働時間 36.6％

２ 割増賃金 17.1％ ２ 割増賃金 16.7％

３ 労働条件の明示 7.9％ ３ 健康診断 8.4％

４ 時間把握 7.3％ ４ 労働条件の明示 7.7％

５ 健康診断 7.2％ ５ 時間把握 7.3％

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/002463427.pdf
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令和６年の監督指導結果の概要

主な違反事項の違反態様（労働基準法関係）

違反事項 違反の態様

労働時間

・36協定の締結・届出なく、労働者に法定労働時間を超
えて時間外労働を行わせている。 

・締結・届出した36協定であらかじめ定めた範囲を超え
て時間外労働を行わせている。 

割増賃金
・時間外労働・休日労働・深夜労働に対して、法定の割
増賃金を支払っていない。 

・割増賃金の算定基礎に必要な手当を含めていない。

労働条件の明示
・労働契約締結の際に、賃金・労働時間等の労働条件を
書面交付により明示していない。

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/002463427.pdf
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令和６年の監督指導結果の概要

主な違反事項の違反態様（労働安全衛生法関係）

違反事項 違反の態様

医師の意見聴取
・健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働
者の健康を保持するために必要な措置について、医師等
の意見を聴いていない。

健康診断

・常時使用する労働者に対して、１年以内ごとに１回、
定期に健康診断を行っていない。 
・有害業務に従事する労働者に対して、６か月以内ごと
に１回、定期に特定健康診断を行っていない。 

時間把握
・出勤簿に押印するのみで、タイムカード等の客観的に
把握できる方法で始業時刻や終業時刻を把握していない。 

・管理者について労働時間の把握を行っていない。

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/002463427.pdf


 労働者に書面により労働条件を明示しているか。

 労働時間の記録（始業時刻、終業時刻、休憩時間）を残しているか。

 毎年、36協定をあらかじめ締結・届出したうえで、時間外労働・休

日労働を労働者に行わせているか。

 時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金は適正に計算した

うえで、確実に支払っているか。

 賃金支払の５原則に基づき、最低賃金以上の賃金を支払っているか。

事業場に対するチェックポイント（１）
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労働基準局

広報キャラクター たしかめたん

令和６年の監督指導結果を受けて



 健康診断を法定の頻度、定期に実施しているか。

 定期健康診断の結果、異常の所見があった労働者について、医師の意

見（通常勤務、就業制限、要休業etc.）を聴取しているか。

 年次有給休暇を法定の日数付与し、取得状況を管理しているか。

 解雇または退職の手続を定め、適正に取り扱っているか。

 就業規則を作成し、労働者に周知しているか。労働者数が10人以上

の場合は所轄労働基準監督署に届出しているか。

事業場に対するチェックポイント（２）

12

労働基準局

広報キャラクター たしかめたん

令和６年の監督指導結果を受けて



36協定の締結・届出について～よくある不備事項～

13

1. 労働保険番号・法人番号が記載されていないこと。

2. 協定の起算日が空欄又は１枚目と２枚目で一致していないこと。

3. 「② １年単位の変形労働時間制による労働者」と「① 下記②に該当

しない労働者」の区別ができていないこと。

4. 協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法が記載

されていないこと。

5. それぞれのチェックボックスにチェックが入っていないこと。

6. 36協定が１部しか届出されていないこと。
36協定の様式

（厚生労働省ＨＰ）

参考事項

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html


参考事項

各種支援策～監督署以外の相談窓口～

14

https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/hokkaidou/


当署管内における

労働災害発生状況

15

３

浦河労働基準監督署 監督・安衛課



業務別労働災害発生状況

令和７年１月１日～令和７年12月31日（令和８年１月末現在）
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当署における労働災害発生状況

令和７年
【令和８年１月末現在】

令和６年
【前年同期】

対前年 業種
割合
（％）死亡 休業 合計 死亡 休業 合計 増減数

増減率
（％）

全産業計 ２ 154 156 1 185 186 -30 -16.1 100.0

製造業 ２ ４ ６ ９ ９ -３ -33.3 3.8

建設業 ９ ９ 11 11 -２ -18.2 5.8

林業 １ １ ５ ５ -４ -80.0 0.6

漁業 ７ ７ 11 11 -４ -36.4 4.5

卸・小売業 ３ ３ ６ ６ -３ -50.0 1.9

清掃業 ４ ４ １ １ ３ 300.0 2.6

畜産業 104 104 114 114 -10 -8.8 66.7

その他の事業 15 15 １ 17 18 -３ -16.7 9.6

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/newsaigai.html


業務別労働災害発生状況

令和８年１月１日～令和８年１月31日（令和８年１月末現在）
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当署における労働災害発生状況

令和８年
【令和８年１月末現在】

令和７年
【前年同期】

対前年 業種
割合
（％）死亡 休業 合計 死亡 休業 合計 増減数

増減率
（％）

全産業計 12 12 ４ ４ ８ 200.0 100.0

製造業 １ １ １ 8.3

建設業 １ １ -１ -100.0

林業

漁業

卸・小売業 １ １ １ 8.3

清掃業

畜産業 ７ ７ ３ ３ ４ 133.3 58.3

その他の事業 ２ ２ ２ 16.7

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/newsaigai.html


業務別労働災害発生状況

令和７年１月１日～令和７年12月31日（令和８年１月末現在）
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当署における労働災害発生状況

全産業 ６０歳以上 ６０歳未満 総計

死傷者数 25 131 156

割合 16.0% 84.0% 100.0%

 事故の型別

 年齢別

事故の型別統計（令和７年１月１日から同年１２月３１日まで）・令和８年１月末時点

墜落、転落 転倒
激突

飛来、
落下

激突され
はさまれ、
巻き込まれ

切れ、
こすれ

高温・
低温の
物との
接触

感電
交通事故
（道路）

動作の反動、無理な動作
その他 総計

２ｍ以上
から

２ｍ未満
から

滑り つまづき 踏み外し その他 腰痛 転倒もどき その他

件数 45 2 43 23 7 5 1 10 3 2 51 11 8 1 1 3 7 2 1 4 1 156

全体占有率
（％） 28.8 1.3 27.6 14.7 4.5 3.2 0.6 6.4 1.9 1.3 32.7 7.1 5.1 0.6 0.6 1.9 4.5 1.3 0.6 2.6 0.6 100.0

畜産業以外 ６０歳以上 ６０歳未満 総計

死傷者数 19 131 52

割合 36.5% 63.5% 100.0%

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/newsaigai.html


 外国人労働者の割合【在留資格別】

 監督署報告の時期

【災害発生日から】

業務別労働災害発生状況

令和７年１月１日～令和７年12月31日（令和８年１月末現在）
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当署における労働災害発生状況

全産業 30日以内
30日超え
60日以内

60日超え 総計

死傷者
数

101 27 28 156

割合 64.7% 17.3% 18.0% 100.0%

全産業 技能 技能実習 総計

死傷者数 39 １ 156

割合 25.0% 0.6% 100.0%

畜産業 技能 技能実習 総計

死傷者数 38 ０ 104

割合 36.5% 0.0% 100.0%

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/newsaigai.html


 労働安全衛生規則第97条

1. 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその
附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒（以下「労働災害等」と
いう。）により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理
組織を使用して、次に掲げる事項（以下略）を所轄労働基準監督署長に
報告しなければならない。

2. 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、
同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月
から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、
それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織
を使用して、同項各号（第九号を除く。）に掲げる事項及び休業日数を
所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

労働災害が発生した場合は、

労働者死傷病報告を速やかに提出してください。

20

労働者死傷病報告の提出

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html


労働災害が発生した場合は、

労働者死傷病報告を速やかに提出してください。
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労働者死傷病報告の提出

※労災請求の書類とは異なり、
「休業見込日数」を報告するため、

労働災害発生日から
１か月以内を目処に提出。

右上に４桁の数字を記入
するのが現行の様式
※右上にマス目がない
ものは旧様式のため、
使用しないでください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/20
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10?search_method=keyword&search_word=&komokuSearchFlg_dummy=1&komokuSearchFlg=1&info1SearchFlg_dummy=1&info1SearchFlg=1&info2SearchFlg_dummy=1&info2SearchFlg=1&revision=04&search_kind=10&base_code=0&form_id=main_form&op=search&searchboxShow1=1&searchboxShow2=0&searchboxShow3=0&page=&srchcndId=


提出にあたっての浦河労働基準監督署からのお願い
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労働者死傷病報告の提出

1. 最下欄の事業者職氏名を漏れなく記載してください。

2. 「事業場」は被災した労働者が勤務している場所（○○支店、

△△工場）を指すため、本社または法人全体の情報（所在地、

郵便番号、労働者数等）は記載しないでください。

3. 「事業場」が漁業の場合、被災した労働者の「船員手帳の有

無」について記載してください。

4. 被災した労働者が外国人労働者の場合、在留カードの写しを

添付してください（浦河労働基準監督署独自のお願い）。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html


 社会保険労務士法第27条

• 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求め
に応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事
務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めが
ある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りで
ない。

※ 第二条第一項第三号の業務を行うことは差し支えない。

→事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社
会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応
じ、又は指導すること

【要注意】非社労士が書類提出代行業務を行う場合、

社会保険労務士法違反となることがあります

23

参考事項



 社会保険労務士法施行規則第16条

1. 他人の求めに応じ報酬を得て法第二条に規定する事務を業として行う
社会保険労務士（社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保
険労務士」という。）若しくはその使用人である社会保険労務士又は社
会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、同条
第一項第一号に規定する申請書等（以下この条において「申請書等」と
いう。）を作成した場合には、作成した書類に作成の年月日を記載し、
かつ、当該申請書等の作成に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏
名を記載しなければならない。

2. 開業社会保険労務士若しくはその使用人である社会保険労務士又は社
会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、法第
二条第一項第一号の二の規定により申請書等の提出に関する手続を代
わってする場合には、当該申請書等に「提出代行者」と表示し、かつ、
当該申請書等の提出に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記
載しなければならない。

【要注意】非社労士が書類提出代行業務を行う場合、

社会保険労務士法違反となることがあります

24

参考事項



労働保険の手続における

留意事項

25

４

浦河労働基準監督署 労災課



建設業の労災保険について

建設の事業における労災保険の適正な取扱いについて（令和７年12月10日）

26

https://www.mhlw.go.jp/content/001582003.pdf


 労災保険

同居の親族は、事業主と住居及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の「労働者」

には該当しませんが、同居の親族であっても一定の条件を満たすものについては、労働基準法の「労働

者」として取り扱います。

 条 件

１ 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。

２ 就労の実態が他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われること。特に、始業及び終業

の時刻、休憩時間、休日、休暇等、賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切及び支払の時期等に

ついて、就業規則等により、その管理が他の労働者と同様になされていること。

同居の親族について

同居の親族は労働者に該当するか？

27



「労働保険事務組合担当者のしおり」について

～北海道労働局ホームページ内の掲載場所

28

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/newpage_00784.html


労災補償の手続における

留意事項

29

５

浦河労働基準監督署 労災課



農業に関する特別加入には、以下の３種類があります。

①中小事業主等は、労働者を雇い入れしていることが加入要件であり、労働者と同等の作業をして

いて災害が生じた場合に労災補償の対象となります。

②特定農作業従事者は、中小事業主等に比べて労災補償の対象となる作業が限定されております。

③指定農業機械作業従事者は、指定農業機械を使用して農作業に従事しているときの災害が対象と

なります。

農業の労災保険について

農業の労災保険特別加入

30

補償範囲イメージ図



請負給（定額給制でも相当額の歩合給が併給されているものを含む）によって使用される漁業労

働者の賃金は、自然的条件に制約され、その総額が絶えず変動すること等から、原則として負傷前

の賃金締切日以前１年間について平均賃金を算定します。

そのため、休業新規（初回）請求時には、「負傷前の賃金締切日以前１年間」にかかる

・賃金台帳

・出勤簿

・雇入通知書又は雇用契約書の写し（今期及び前期分）

を添付いただきますようお願いします。

漁業の労災保険について

請負給制の漁業労働者の平均賃金

31



閉会

32

６

長時間の御視聴お疲れ様でした。

動画視聴後のアンケートの回答に御協力をお願いします。
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